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特別養護老人ホーム 佐久穂愛の郷「重要事項説明書」 

 

 特別養護老人ホーム佐久穂愛の郷の施設サービスの提供にあたり、介護保険法に関する指定介

護老人福祉施設の「サービスの人員、設備及び運営に関する基準」に基づいて、当事業者が説明

すべき重要事項は次のとおりです。 

 

１．事業者（法人）の概要 

法人名  社会福祉法人 佐久平福祉会 

代表者名  理事長 栁澤 陽子 

所在地・連絡先  長野県佐久市長土呂 158番地 1 電話 0267-66-7010 
 

２．事業所（ご利用施設）の概要 

施設の名所  特別養護老人ホーム 佐久穂愛の郷 

施設の所在地  長野県南佐久郡佐久穂町高野町 303番地 1 

管理者名  岩澤 純 

電話番号・ＦＡＸ番号  電話 0267-81-2001  ﾌｧｯｸｽ 0267-81-2003 

事業の種類・定員  特別養護老人ホーム従来型 ４０名 

指定年月日・指定番号  平成２６年６月１日  指定番号 2072000694  

 

３．事業の目的と運営の方針 

① 当施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、入居者 

の居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が 

連続したものとなるよう配慮しながら、自立的な日常生活を営むことができるよう支援しま 

す。 

 ② 当施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、地域交流スペースを活用し、 

地域の方々やご家族の皆様が気軽に訪れていただけるような活気のある施設づくりに努めま 

す。 

 

４．施設の概要 

 （１）敷地及び建物の概要 

敷 地  5919.0 ㎡ 

建 物 構 造  ＳＲＣ構造の２階建 

 延べ床面積  4366.4 ㎡ 

  

（２）居室及び主な設備 

居室・設備の種類 室 数 等 

入所定員 ４０名 

居室 一人部屋；４室 二人部屋；２室 四人部屋；８室 

食堂・リビング ２室（各フロアごとに） 

浴室 1 室（寝浴１台、リフト浴 1 台） 

医務室・静養室  各１室 
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５．職員の勤務体制（数字は標準的な員数） 

 （１）職員の員数及び業務内容 

従事者の職種 員数 業務内容 

施設長（管理者） １名 施設の運営・管理 

医師 １名（非常勤） 入居者の診察・健康管理、保健衛生管理 

生活相談員 １名（兼務） 入居者・家族等の相談 

看護職員 ２名以上 入居者の看護・介護全般 

介護職員 １２名以上 入居者の介護全般 

管理栄養士 １名 献立・調理指導、栄養業務全般 

機能訓練指導員 １名（理学療法士） 機能訓練全般 

介護支援専門員 １名以上（兼務） ケアプラン業務全般 

事務 １名 庶務、会計業務全般 等 

 

（２）職員の基本的な勤務時間 

従事者の職種 勤務時間 

管理者 ８：３０～１７：３０ 

医師 月２回以上 （第２・４水曜日、必要に応じて） 

生活相談員 ８：３０～１７：３０ 

看護職員 ８：３０～１７：３０ （夜間はオンコール体制） 

介護職員 

 

 

早出（７：００～１６：００）  ※基本的な勤務時間 

日勤（８：３０～１７：３０） 

遅出（１１：００～２０：００） 

夜勤（１６：００～９：００）※夜勤帯は原則職員 2 名の勤務です 

管理栄養士 ８：３０～１７：３０ 

機能訓練指導員 ８：３０～１７：３０ 

介護支援専門員 ８：３０～１７：３０ 

事務 ８：３０～１７：３０ 

 

６．当施設が提供するサービスの概要（介護保険給付サービス） 

 ① 食事 

  ・栄養士の立てる献立表により、栄養並びに入居者の身体の状況及び嗜好を考慮した食事を

提供します。 

  ・入居者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。 

   （食事時間の目安） 

      朝食   ７：３０～ ８：３０ 

      昼食  １２：００～１３：００ 

      夕食  １８：００～１９：００ 

 ② 入浴 

  ・入浴又は清拭を週２回以上行います。（年末年始は、この限りではありません） 

  ・寝たきりの方は、寝浴槽を使用して入浴することができます。 

 ③ 排泄 

  ・排泄の自立を促すため、入居者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

 ④ 着替え・整容等 

  ・入居者個々の生活リズムを考えて、適切な着替え、整容が行われるよう支援します。 
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 ⑤ 機能訓練 

  ・入居者の心身の状況に適合した生活リハビリを中心とした機能訓練を行い、生活機能の維

持・改善に努めます。 

 ⑥ 健康管理 

  ・医師や看護職員が、日常的な健康管理を行います。 

 ⑦ 相談及び助言 

  ・入居者及びそのご家族からの相談に誠意をもって応じ、可能な限り必要な援助を行うよう

努めます。 

⑧ その他自立への支援 

  ・寝たきり防止のため、入居者個々の状態を考慮しながら、離床に配慮します。 

 ⑨ 社会生活上の便宜の供与 

  ・趣味・教養・娯楽活動の機会の提供、行政機関等に対する手続き代行、ご家族との交流の 

機会の提供、外出の機会の確保 

 

７．サービス利用上の注意事項 

   当施設には、他にも大勢の入居者の方がいらっしゃいます。他の方の迷惑にならないよう 

に、次の事項についてご留意して下さい。これらの項目に再三にわたって違反する場合は、

退居となります。 

来訪・面会 ・面会時間は、原則 9:00～19:00 です。その都度、面会受付用紙の記入 

をお願いします。 

・感染症の流行時期等に面会の制限を行う場合があります。 

外出・外泊 ・外泊・外出の際には、必ず行先と帰所時間を開始日の前日までに職員 

に申出て、所定の用紙に記入して下さい。（外泊は月６日迄です） 

・感染症の流行時期等に外泊・外出の制限を行う場合があります。 

医療機関への受

診 

・疾病等の程度により入居者が外部の医療機関に通院する場合は、その 

介添えについて配慮します。職員による介添えが困難な場合には、ご

家族等による対応をお願いする場合があります。 

居室・設備・ 

器具の利用 

・無断利用は禁止します。職員の許可を得てください。これに反した利 

用により破損等が生じた場合、賠償していただく事があります。 

・居室等を故意に又は著しく汚損・破損した場合には、自己負担により

原状に復帰していただくか相当の代価をお支払いいただく場合があ

ります。 

火気の取扱い ・火気の利用は原則禁止します。 

喫煙・飲酒 ・建物内は禁煙です。（喫煙は指定の場所でお願いします） 

・飲酒は可能ですが他の入居者の迷惑にならない程度でお願いします。 

迷惑行為等 ・騒音振動等、他の入居者の迷惑になる行為はご遠慮願います。また、

むやみに他の入居者の居室等に立ち入らないようにして下さい。 

宗教・政治活動 ・施設内で、他の入居者に対する宗教活動及び政治活動はご遠慮下さい。

なお、個人の範囲内での信条、宗教を制限するものではありません。 

ペットの持込み ・施設内へのペットの持込みは、原則的にお断りします。 

 

８．利用料金 

 （１）利用料金の内容 

   別表１ 特別養護老人ホーム 佐久穂愛の郷 利用料金表のとおり。 
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（２）利用料金の支払い方法 

     別表１の料金・費用は、１ヵ月ごとに計算しご請求しますので、翌月の末日までに以

下のいずれかの方法でお支払いください。（１ヵ月に満たない期間のサービスに関する利

用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。） 

      ア．金融機関口座からの自動引き落とし 

（口座引き落とし手数料 … ワイドネット利用  １５０円／１回  

              ただし、八十二銀行は無料です） 

      イ．下記指定口座への振り込み （振り込み手数料はご契約者負担でお願いします） 

        ☆ 八十二銀行 岩村田支店  普通預金 口座番号 ８５５２３６ 

          口座名義人 特別養護老人ホーム佐久穂愛の郷 理事長 栁澤 陽子 

      ウ．窓口での現金支払い 

    ※ 基本的には、「自動引き落とし」でお願いします。 

 

９. 入居中の医療の提供について 

    医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記協力医療機関において診察や入 

院治療を受けることができます。（但し、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保障 

するものではありません。また、下記医療機関での診療・入院治療を義務づけるものでは 

ありません。） 

 ① 嘱託医 兼 協力医療機関 

○ 佐久穂町立千曲病院 （南佐久郡佐久穂町高野町 328） 

② 協力医療機関 

○ 佐久総合病院 （佐久市臼田 197） 

○ 雨宮病院   （佐久市下小田切 73） 

③ 協力歯科医療機関 

   ○ 小須田歯科医院 （南佐久郡佐久穂町高野町 326-1） 

   ○ あべ歯科医院  （佐久市岩村田 636-6） 

 

１０. 施設を退居していただく場合（契約の終了） 

   当施設の契約では契約が終了する期日は定めていません。従って、以下のような事由がな 

い限り、継続してサービスを利用する事ができますが、仮にこのような事項に該当するに至 

った場合には、当施設との契約は終了し、ご契約者に退居していただくことになります。 

   ① 要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合 

   ② 要介護認定によりご契約者の心身の状況が要介護 1 又は要介護 2 と判定され、かつ特

例入所の要件に該当しないと判断された場合 

   ③ 事業者が解散、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した場合 

   ④ 施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった 

場合 

   ⑤ 当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

   ⑥ ご契約者から退居の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

   ⑦ 事業者から退居の申し出を行った場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

 

 （１）ご契約者からの退居の申し出（中途解約・契約解除） 

     契約の有効期間内であっても、ご契約者は当施設からの退居を申出ることができます。 

    その場合には、退居を希望する７日前までに解約届出書をご提出下さい。 

     ただし、以下の場合には、即時に契約を解除し、施設を退居することができます。 

   ① 介護保険給付対象外のサービスの利用料金の変更に同意できない場合 
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   ② ご契約者が入院された場合 

   ③ 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービ 

スを実施しない場合 

   ④ 事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

   ⑤ 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用等 

を傷つける場合、又は著しい不信行為、その他本契約に継続しがたい重大な事情が認 

められる場合 

   ⑥ 他の入居者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つけられる恐 

れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合 

 

（２）事業者からの申し出により退居していただく場合（契約解除） 

     以下の事項に該当する場合には、当施設から退居していただくことがあります。 

   ① ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこ 

れを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約に継続しがたい重大な事情を生

じさせた場合 

   ② ご契約者による、サービス利用料金の支払いが３ヵ月以上遅延し、相当期間を定めた 

催告にもかかわらずこれを支払われない場合 

   ③ ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又は従事者もしくは他の入居者等の生 

命・身体・財物・信用等を傷つけること、又は著しい不信行為（セクシャルハラスメン 

ト等）を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

   ④ ご契約者が連続して３ヵ月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もし 

くは入院した場合 

   ⑤ ご契約者が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医療施設に入院した 

場合 

   ⑥ ご契約者に高度な医療の提供が必要な状態になり、当施設において対応が困難である

と判断された場合 

 

   ※ 契約者が病院等に入院された場合の対応について 

      当施設に入居中に、医療機関への入院の必要が生じた場合は、以下のとおりです。 

    ① 検査入院等、短期入院の場合 

       1 ヵ月につき 6 日以内（複数の月にまたがる場合は 12 日）の短期入院の場合は、 

退院後再び施設に入居することができます。但し、入院期間中であっても、所定 

の利用料金（居住費と外泊時費用）をご負担いただきます。 

    ② 上記期間を超える入院の場合（7 日以上 3 ヵ月以内） 

       上記短期入院の期間を超える入院については、3ヵ月以内に退院された場合には、 

原則、退院後再び施設に入居することができます。但し、入院期間中であっても、

所定の利用料金（居住費）をご負担いただきます。 

    ③ 3 ヵ月以内の退院が見込まれない場合や高度な医療行為が必要になった場合 

       3 ヵ月以内の退院が見込まれない場合や、高度な医療行為が必要になったことで

当施設での対応が困難な場合には、ご契約者やご家族等と協議の上、契約を解除

する場合があります。 

 

 （３）円滑な退居のための援助 

     ご契約者が当施設を退居する場合には、ご契約者の希望により、事業者はご契約者の 

心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退居のために必要な以下の援助・必 

要書類の提示をご契約者に対して速やかに行います。 
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     ○ 適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介 

     ○ 居宅介護支援事業者の紹介 

     ○ その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介 

 

１１．入居者が死亡されたとき 

    死亡された時点において、当施設との契約は終了となり速やかにご家族に連絡し、ご家

族によりご遺体を引き取っていただきます。 

    当施設で死亡された場合は、退居処置（死後の処置）費用として、エンゼルセット等の 

   実費をいただきます。 

   （契約終了後、居室を明け渡さない場合は所定の料金がかかります） 

 

１２．残置物引取人について 

    入居契約が終了した後も当施設に残されたご契約者の所持品（残置物）をご契約者自身 

が引き取らない場合に備えて、「残置物引取人」を定めていただきます。 

    当施設は、「残置物引取人」に連絡のうえ、残置物を引き取っていただきます。 

   なお、引渡しに係る費用については、ご契約者又は残置物引取人にご負担いただきます。 

    ※ 入居契約締結時に残置物引取人が定められない場合であっても、入居契約を締結す

ることは可能です。 

 

１３．サービス内容に関する苦情等の相談窓口 

  ○ 当施設入居者様相談窓口 

     苦情・ご要望・ご意見など、お気軽に下記担当者までご相談下さい。また、苦情受付

ボックスをロビーに設置しています。 

苦情相談受付窓口   生活相談員 田中 麻梨  髙橋 弘子 

   受付時間      ８時３０分～１７時３０分 

   ご利用方法     電話、面接、ご意見箱等の方法があります。 

  ○ その他の苦情相談窓口 

   第三者委員  浦山  徹    電話 ０２６７－６７－５６１１ 

          白鳥 小百合   電話 ０２６７－２３－５０８３ 

   佐久穂町（健康福祉課高齢者係） 電話 ０２６７－８６－２５２５ 

   佐久穂町地域包括支援センター  電話 ０２６７－８６－１５５０ 

   長野県国民健康保険連合会    電話 ０２６－２３８－１５８０ 

    ※ 苦情受付は、各市町村や地域包括支援センター等でも受付しています。 

 

１４．事故発生時の対応について 

    入居中に事故が生じた場合には、速やかに家族や必要に応じて嘱託医、保険者等に連   

絡するとともに、必要な措置を講じます。 

    なお、当方の過失により入居者様に生じた損害については、損害賠償をします。ただし、 

入居者様の故意や過失がある場合は、損害賠償の額を減額することがあります。 

 

１５．第三者評価の受審の状況 

   ・第三者評価の実施の有無  有 

   ・実施日          平成２７年５月２９日 

   ・評価機関名        コスモプランニング有限会社 

   ・評価結果の開示状況    WAM NET（独立行政法人福祉医療機構）のホームページ 
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当事業者は、指定介護老人福祉施設サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項

と個人情報の説明を行いました。 

 

 

  年  月  日 

 

  社会福祉法人 佐久平福祉会 

  特別養護老人ホーム 佐久穂愛の郷   

 

   説明者   職名 

     

         氏名                印 

                                

 

  

  私は、本書面に基づいて施設から重要事項と個人情報の説明を受け、指定介護老人福祉施設

サービスの提供開始に同意しました。 

 

 

   

   利用者     住所                          

  （入居者） 

           氏名                  印 

                                  

 

 

   身元引受人   住所                          

  (家族代表者) 

           氏名                  印 

 

  

 

   代理人     住所                          

  (選任した場合) 

           氏名                  印 
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ユニット型特別養護老人ホーム 佐久穂愛の郷「重要事項説明書」 

 

 特別養護老人ホーム佐久穂愛の郷のユニット型指定介護老人福祉施設サービスの提供にあたり、

介護保険法に関するユニット型指定介護老人福祉施設の「サービスの人員、設備及び運営に関す

る基準」に基づいて、当事業者が説明すべき重要事項は次のとおりです。 

 

１．事業者（法人）の概要 

法人名  社会福祉法人 佐久平福祉会 

代表者名  理事長 栁澤 陽子 

所在地・連絡先  長野県佐久市長土呂 158番地 1 電話 0267-66-7010 
 

２．事業所（ご利用施設）の概要 

施設の名所  ユニット型特別養護老人ホーム 佐久穂愛の郷 

施設の所在地  長野県南佐久郡佐久穂町高野町 303番地 1 

管理者名  岩澤 純 

電話番号・ＦＡＸ番号  電話 0267-81-2001  ﾌｧｯｸｽ 0267-81-2003 

事業の種類・定員  ユニット型特別養護老人ホーム ３０名 

指定年月日・指定番号  平成２６年６月１日  指定番号 2072000686 

 

３．事業の目的と運営の方針 

① 当施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、入居者 

の居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が 

連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて自立的な日常生活を営むことが 

できるよう支援します。 

 ② 当施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、地域交流スペースを活用し、 

地域の方々やご家族の皆様が気軽に訪れていただけるような活気のある施設づくりに努めま 

す。 

※ ユニットケアとは、１０人前後の入居者を一つのグループ（ユニット）とし、自宅に 
近い居住環境の中で介護を行う方法で、できるだけ入居者一人一人の個性や生活リズ 
ムに沿った日常生活を送っていただくことを目的としています。 

 

４．施設の概要 

 （１）敷地及び建物の概要 

敷 地  5919.0 ㎡ 

建 物 構 造  ＳＲＣ構造の２階建 

 延べ床面積  4366.4 ㎡ 

  

（２）居室及び主な設備 

居室・設備の種類 室 数 等 

入所定員 ３０名（10 名×3 ユニット） 

居室 ３０室（全室個室） 

食堂・リビング ３室（各ユニットごとに） 

浴室 ４室（寝浴 2 台、リフト浴 2 台） 1･2 階にそれぞれあります 

医務室・静養室  各１室 
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５．職員の勤務体制（数字は標準的な員数） 

 （１）職員の員数及び業務内容 

従事者の職種 員数 業務内容 

施設長（管理者） １名 施設の運営・管理 

医師 １名（非常勤） 入居者の診察・健康管理、保健衛生管理 

生活相談員 １名 入居者・家族等の相談 

看護職員 ２名以上 入居者の看護・介護全般 

介護職員 １２名以上 入居者の介護全般 

管理栄養士 １名 献立・調理指導、栄養業務全般 

機能訓練指導員 １名（理学療法士） 機能訓練全般 

介護支援専門員 １名以上（兼務） ケアプラン業務全般 

事務 １名 庶務、会計業務全般 等 

 

（２）職員の基本的な勤務時間 

従事者の職種 勤務時間 

管理者 ８：３０～１７：３０ 

医師 月２回以上 （第２・４水曜日、必要に応じて） 

生活相談員 ８：３０～１７：３０ 

看護職員 ８：３０～１７：３０ （夜間はオンコール体制） 

介護職員 

 

 

早出（７：００～１６：００）  ※基本的な勤務時間 

日勤（８：３０～１７：３０） 

遅出（１１：００～２０：００） 

夜勤（１６：００～９：００）※夜勤帯は原則職員 2 名の勤務です 

管理栄養士 ８：３０～１７：３０ 

機能訓練指導員 ８：３０～１７：３０ 

介護支援専門員 ８：３０～１７：３０ 

事務 ８：３０～１７：３０ 

 

６．当施設が提供するサービスの概要（介護保険給付サービス） 

 ① 食事 

  ・栄養士の立てる献立表により、栄養並びに入居者の身体の状況及び嗜好を考慮した食事を

提供します。 

  ・入居者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。 

   （食事時間の目安） 

      朝食   ７：３０～ ８：３０ 

      昼食  １２：００～１３：００ 

      夕食  １８：００～１９：００ 

 ② 入浴 

  ・入浴又は清拭を週２回以上行います。（年末年始は、この限りではありません） 

  ・寝たきりの方は、寝浴槽を使用して入浴することができます。 

 ③ 排泄 

  ・排泄の自立を促すため、入居者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

 ④ 着替え・整容等 

  ・入居者個々の生活リズムを考えて、適切な着替え、整容が行われるよう支援します。 
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 ⑤ 機能訓練 

  ・入居者の心身の状況に適合した生活リハビリを中心とした機能訓練を行い、生活機能の維

持・改善に努めます。 

 ⑥ 健康管理 

  ・医師や看護職員が、日常的な健康管理を行います。 

 ⑦ 相談及び助言 

  ・入居者及びそのご家族からの相談に誠意をもって応じ、可能な限り必要な援助を行うよう

努めます。 

⑧ その他自立への支援 

  ・寝たきり防止のため、入居者個々の状態を考慮しながら、離床に配慮します。 

 ⑨ 社会生活上の便宜の供与 

  ・趣味・教養・娯楽活動の機会の提供、行政機関等に対する手続き代行、ご家族との交流の 

機会の提供、外出の機会の確保 

 

７．サービス利用上の注意事項 

   当施設には、他にも大勢の入居者の方がいらっしゃいます。他の方の迷惑にならないよう 

に、次の事項についてご留意して下さい。これらの項目に再三にわたって違反する場合は、

退居となります。 

来訪・面会 ・面会時間は、原則 9:00～19:00 です。その都度、面会受付用紙の記入 

をお願いします。 

・感染症の流行時期等に面会の制限を行う場合があります。 

外出・外泊 ・外泊・外出の際には、必ず行先と帰所時間を開始日の前日までに職員 

に申出て、所定の用紙に記入して下さい。（外泊は月６日迄です） 

・感染症の流行時期等に外泊・外出の制限を行う場合があります。 

医療機関への受

診 

・疾病等の程度により入居者が外部の医療機関に通院する場合は、その 

介添えについて配慮します。職員による介添えが困難な場合には、ご

家族等による対応をお願いする場合があります。 

居室・設備・ 

器具の利用 

・無断利用は禁止します。職員の許可を得てください。これに反した利 

用により破損等が生じた場合、賠償していただく事があります。 

・居室等を故意に又は著しく汚損・破損した場合には、自己負担により

原状に復帰していただくか相当の代価をお支払いいただく場合があ

ります。 

火気の取扱い ・火気の利用は原則禁止します。 

喫煙・飲酒 ・建物内は禁煙です。（喫煙は指定の場所でお願いします） 

・飲酒は可能ですが他の入居者の迷惑にならない程度でお願いします。 

迷惑行為等 ・騒音振動等、他の入居者の迷惑になる行為はご遠慮願います。また、

むやみに他の入居者の居室等に立ち入らないようにして下さい。 

宗教・政治活動 ・施設内で、他の入居者に対する宗教活動及び政治活動はご遠慮下さい。

なお、個人の範囲内での信条、宗教を制限するものではありません。 

ペットの持込み ・施設内へのペットの持込みは、原則的にお断りします。 

 

８．利用料金 

 （１）利用料金の内容 

     別表１ ユニット型特別養護老人ホーム 佐久穂愛の郷 利用料金表のとおり。 
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（２）利用料金の支払い方法 

     別表１の料金・費用は、１ヵ月ごとに計算しご請求しますので、翌月の末日までに以

下のいずれかの方法でお支払いください。（１ヵ月に満たない期間のサービスに関する利

用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。） 

      ア．金融機関口座からの自動引き落とし 

（口座引き落とし手数料 … ワイドネット利用  １５０円／１回  

              ただし、八十二銀行は無料です） 

      イ．下記指定口座への振り込み （振り込み手数料はご契約者負担でお願いします） 

        ☆ 八十二銀行 岩村田支店  普通預金 口座番号 ８５５２３６ 

          口座名義人 特別養護老人ホーム佐久穂愛の郷 理事長 栁澤 陽子 

      ウ．窓口での現金支払い 

    ※ 基本的には、「自動引き落とし」でお願いします。 

 

９. 入居中の医療の提供について 

    医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記協力医療機関において診察や入 

院治療を受けることができます。（但し、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保障 

するものではありません。また、下記医療機関での診療・入院治療を義務づけるものでは 

ありません。） 

 ① 嘱託医 兼 協力医療機関 

○ 佐久穂町立千曲病院 （南佐久郡佐久穂町高野町 328） 

② 協力医療機関 

○ 佐久総合病院 （佐久市臼田 197） 

○ 雨宮病院   （佐久市下小田切 73） 

③ 協力歯科医療機関 

   ○ 小須田歯科医院 （南佐久郡佐久穂町高野町 326-1） 

   ○ あべ歯科医院  （佐久市岩村田 636-6） 

 

１０. 施設を退居していただく場合（契約の終了） 

   当施設の契約では契約が終了する期日は定めていません。従って、以下のような事由がな 

い限り、継続してサービスを利用する事ができますが、仮にこのような事項に該当するに至 

った場合には、当施設との契約は終了し、ご契約者に退居していただくことになります。 

   ① 要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合 

   ② 要介護認定によりご契約者の心身の状況が要介護 1 又は要介護 2 と判定され、かつ特

例入所の要件に該当しないと判断された場合 

   ③ 事業者が解散、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した場合 

   ④ 施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった 

場合 

   ⑤ 当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

   ⑥ ご契約者から退居の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

   ⑦ 事業者から退居の申し出を行った場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

 

 （１）ご契約者からの退居の申し出（中途解約・契約解除） 

     契約の有効期間内であっても、ご契約者は当施設からの退居を申出ることができます。 

    その場合には、退居を希望する７日前までに解約届出書をご提出下さい。 

     ただし、以下の場合には、即時に契約を解除し、施設を退居することができます。 

   ① 介護保険給付対象外のサービスの利用料金の変更に同意できない場合 
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   ② ご契約者が入院された場合 

   ③ 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービ 

スを実施しない場合 

   ④ 事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

   ⑤ 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用等 

を傷つける場合、又は著しい不信行為、その他本契約に継続しがたい重大な事情が認 

められる場合 

   ⑥ 他の入居者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つけられる恐 

れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合 

 

（２）事業者からの申し出により退居していただく場合（契約解除） 

     以下の事項に該当する場合には、当施設から退居していただくことがあります。 

   ① ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこ 

れを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約に継続しがたい重大な事情を  

生じさせた場合 

   ② ご契約者による、サービス利用料金の支払いが３ヵ月以上遅延し、相当期間を定めた 

催告にもかかわらずこれを支払われない場合 

   ③ ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又は従事者もしくは他の入居者等の生 

命・身体・財物・信用等を傷つけること、又は著しい不信行為（セクシャルハラスメン 

ト等）を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

   ④ ご契約者が連続して３ヵ月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もし 

くは入院した場合 

   ⑤ ご契約者が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医療施設に入院した 

     場合 

   ⑥ ご契約者に高度な医療の提供が必要な状態になり、当施設において対応が困難である

と判断された場合 

 

   ※ 契約者が病院等に入院された場合の対応について 

      当施設に入居中に、医療機関への入院の必要が生じた場合は、以下のとおりです。 

    ① 検査入院等、短期入院の場合 

       1 ヵ月につき 6 日以内（複数の月にまたがる場合は 12 日）の短期入院の場合は、 

退院後再び施設に入居することができます。但し、入院期間中であっても、所定 

の利用料金（居住費と外泊時費用）をご負担いただきます。 

    ② 上記期間を超える入院の場合（7 日以上 3 ヵ月以内） 

       上記短期入院の期間を超える入院については、3ヵ月以内に退院された場合には、 

原則、退院後再び施設に入居することができます。但し、入院期間中であっても、

所定の利用料金（居住費）をご負担いただきます。 

    ③ 3 ヵ月以内の退院が見込まれない場合や高度な医療行為が必要になった場合 

       3 ヵ月以内の退院が見込まれない場合や、高度な医療行為が必要になったことで

当施設での対応が困難な場合には、ご契約者やご家族等と協議の上、契約を解除

する場合があります。 

 

 （３）円滑な退居のための援助 

     ご契約者が当施設を退居する場合には、ご契約者の希望により、事業者はご契約者の 

心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退居のために必要な以下の援助・必 

要書類の提示をご契約者に対して速やかに行います。 
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     ○ 適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介 

     ○ 居宅介護支援事業者の紹介 

     ○ その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介 

 

１１．入居者が死亡されたとき 

    死亡された時点において、当施設との契約は終了となり速やかにご家族に連絡し、ご家 

族によりご遺体を引き取っていただきます。 

    当施設で死亡された場合は、退居処置（死後の処置）費用として、エンゼルセット等の 

   実費をいただきます。 

   （契約終了後、居室を明け渡さない場合は所定の料金がかかります） 

 

１２．残置物引取人について 

    入居契約が終了した後も当施設に残されたご契約者の所持品（残置物）をご契約者自身 

が引き取らない場合に備えて、「残置物引取人」を定めていただきます。 

    当施設は、「残置物引取人」に連絡のうえ、残置物を引き取っていただきます。 

   なお、引渡しに係る費用については、ご契約者又は残置物引取人にご負担いただきます。 

    ※ 入居契約締結時に残置物引取人が定められない場合であっても、入居契約を締結す

ることは可能です。 

 

１３．サービス内容に関する苦情等の相談窓口 

  ○ 当施設利用者様相談窓口 

     苦情・ご要望・ご意見など、お気軽に下記担当者までご相談下さい。また、苦情受付

ボックスをロビーに設置しています。 

苦情相談受付窓口   生活相談員 草間 志郎 

   受付時間      ８時３０分～１７時３０分 

   ご利用方法     電話、面接、ご意見箱等の方法があります。 

  ○ その他の苦情相談窓口 

   第三者委員  浦山  徹    電話 ０２６７－６７－５６１１ 

          白鳥 小百合   電話 ０２６７－２３－５０８３ 

   佐久穂町（健康福祉課高齢者係） 電話 ０２６７－８６－２５２５ 

   佐久穂町地域包括支援センター  電話 ０２６７－８６－１５５０ 

   長野県国民健康保険連合会    電話 ０２６－２３８－１５８０ 

    ※ 苦情受付は、各市町村や地域包括支援センター等でも受付しています。 

 

１４．事故発生時の対応について 

    入居中に事故が生じた場合には、速やかに家族や必要に応じて嘱託医、保険者等に連   

絡するとともに、必要な措置を講じます。 

    なお、当方の過失により入居者様に生じた損害については、損害賠償をします。ただし、 

入居者様の故意や過失がある場合は、損害賠償の額を減額することがあります。 

 

１５．第三者評価の受審の状況 

   ・第三者評価の実施の有無  有 

   ・実施日          平成２７年５月２９日 

   ・評価機関名        コスモプランニング有限会社 

   ・評価結果の開示状況    WAM NET（独立行政法人福祉医療機構）のホームページ 
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当事業者は、ユニット型指定介護老人福祉施設サービスの提供の開始に際し、本書面に基づ

き重要事項と個人情報の説明を行いました。 

 

 

  年  月  日 

 

  社会福祉法人 佐久平福祉会 

  特別養護老人ホーム 佐久穂愛の郷   

 

   説明者   職名 

     

         氏名                印 

                                

 

  

  私は、本書面に基づいて施設から重要事項と個人情報の説明を受け、ユニット型指定介護老

人福祉施設サービスの提供開始に同意しました。 

 

 

   

   利用者     住所                          

  （入居者） 

           氏名                  印 

                                  

 

 

   身元引受人   住所                          

  (家族代表者) 

           氏名                  印 

 

  

 

   代理人     住所                          

   (選任した場合) 

           氏名                  印 
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ショートステイ 佐久穂愛の郷「重要事項説明書」 

 

 特別養護老人ホーム佐久穂愛の郷の（介護予防）短期入所生活介護のサービスの提供にあたり、

介護保険法に関する（介護予防）指定短期入所生活介護事業の「サービスの人員、設備及び運営

に関する基準」に基づいて、当事業者が説明すべき重要事項は次のとおりです。 

 

１．事業者（法人）の概要 

法人名  社会福祉法人 佐久平福祉会 

代表者名  理事長 栁澤 陽子 

所在地・連絡先  長野県佐久市長土呂 158番地 1 電話 0267-66-7010 
 

２．事業所（ご利用施設）の概要 

施設の名所  ショートステイ佐久穂愛の郷 

施設の所在地  長野県南佐久郡佐久穂町高野町 303番地 1 

管理者名  岩澤 純 

電話番号・ＦＡＸ番号  電話 0267-81-2001  ﾌｧｯｸｽ 0267-81-2003 

事業の種類・定員  ユニット型指定（介護予防）短期入所生活介護事業所  

１０名 

指定年月日・指定番号  平成２６年６月１日  指定番号 2072000702 
 

３．事業の目的と運営の方針 

 当施設は、ご利用者の心身の特性を踏まえて、その居宅において有する能力に応じ自立し 

た日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話及 

び機能訓練を行うことにより、ご利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものと 

します。 

   ※ ユニットケアとは、１０人前後の入居者を一つのグループ（ユニット）とし、自宅に 
近い居住環境の中で介護を行う方法で、できるだけ入居者一人一人の個性や生活リズ 
ムに沿った日常生活を送っていただくことを目的としています。 

 

４．施設の概要 

 （１）敷地及び建物の概要 

敷 地  5919.0 ㎡ 

建 物 構 造  ＳＲＣ構造の２階建 

 延べ床面積  4366.4 ㎡ 

  

（２）居室及び主な設備 

居室・設備の種類 室 数 等 

入所定員 １０名（10 名×1 ユニット） 

居室 １０室（全室個室） 

食堂・リビング １室 

浴室 １室（寝浴 1 台、リフト浴 1 台） 入所と共有  

医務室・静養室  各１室 
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５．職員の勤務体制（数字は標準的な員数） 

 （１）職員の員数及び業務内容 

従事者の職種 員数 業務内容 

管理者 １名（介護老人福祉施設と兼務） 施設の運営・管理 

医師 １名（非常勤） 利用者の診察・健康管理等 

生活相談員 １名（介護老人福祉施設と兼務） 利用者・家族等の相談 

看護職員 １名以上（介護老人福祉施設と兼務） 利用者の看護・介護全般 

介護職員 ４名以上（介護老人福祉施設と兼務） 利用者の介護全般 

管理栄養士 １名（介護老人福祉施設と兼務） 献立・調理指導、栄養業務全般 

機能訓練指導員 １名（介護老人福祉施設と兼務） 機能訓練全般 

事務 １名 庶務、会計業務全般 等 

 

（２）職員の基本的な勤務時間 

従事者の職種 勤務時間 

管理者 ８：３０～１７：３０ 

医師 必要に応じて 

生活相談員 ８：３０～１７：３０ 

看護職員 ８：３０～１７：３０ （夜間はオンコール体制） 

介護職員 

 

 

早出（７：００～１６：００）  ※基本的な勤務時間 

日勤（８：３０～１７：３０） 

遅出（１１：００～２０：００） 

夜勤（１６：００～９：００）※夜勤帯は原則職員 2 名の勤務です 

管理栄養士 ８：３０～１７：３０ 

機能訓練指導員 ８：３０～１７：３０ 

事務 ８：３０～１７：３０ 

 

６．当施設が提供するサービスの概要（介護保険給付サービス） 

 ① 食事 

  ・栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご利用者の身体の状況及び嗜好を考慮した食事

を提供します。 

  ・ご利用者の自立支援のため離床して食堂にて食事をしていただくことを原則としています。 

   （食事時間の目安） 

      朝食   ７：３０～ ８：３０ 

      昼食  １２：００～１３：００ 

      夕食  １８：００～１９：００ 

 ② 入浴 

  ・入浴は、ご利用者の心身の状況や自立支援を踏まえて適切な方法で行い、ご利用者の清潔 

保持ができるようにします。 

 ③ 排泄 

  ・排泄の自立を促すため、ご利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

 ④ 着替え・整容等 

  ・ご利用者個々の生活リズムを考えて、適切な着替え、整容が行われるよう支援します。 

 ⑤ 機能訓練 

  ・ご利用者の心身の状況に適合した生活リハビリを中心とした機能訓練を行い、生活機能の

維持・改善に努めます。 
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 ⑥ 健康管理 

  ・看護職員が、日常的な健康管理を行います。 

 ⑦ 相談及び助言 

  ・ご利用者及びそのご家族からの相談に誠意をもって応じ、可能な限り必要な援助を行うよ

う努めます。 

⑧ その他自立への支援 

  ・寝たきり防止のため、ご利用者個々の状態を考慮しながら、離床に配慮します。 

  

７．サービス利用上の注意事項 

   当施設には、他にも多数のご利用者の方がいらっしゃいます。他の方の迷惑にならないよ 

  うに、次の事項についてご留意して下さい。これらの項目に再三にわたって違反する場合は、 

退居となります。 

来訪・面会 ・面会時間は、原則 9:00～19:00 です。その都度、面会受付用紙の記入 

をお願いします。 

・感染症の流行時期等に面会の制限を行う場合があります。 

外出 ・外出の際には、必ず行先と帰所時間を開始日の前日までに職員に申出

て、所定の用紙に記入して下さい。 

・感染症の流行時期等に外出の制限を行う場合があります。 

医療機関への受

診 

・医療を必要な場合は、原則として主治医と連絡をとり、状況を報告し

指示を受けます。ただし、緊急時はこの限りではありません。 

・基本的には、ご家族等による対応をお願いします。 

居室・設備・ 

器具の利用 

・無断利用は禁止します。職員の許可を得てください。これに反した利 

用により破損等が生じた場合、賠償していただく事があります。 

・居室等を故意に又は著しく汚損・破損した場合には、自己負担により

原状に復帰していただくか相当の代価をお支払いいただく場合があ

ります。 

火気の取扱い ・火気の利用は原則禁止します。 

喫煙・飲酒 ・建物内は禁煙です。 （喫煙は指定の場所でお願いします） 

・飲酒は可能ですが他の入居者の迷惑にならない程度でお願いします。 

迷惑行為等 ・騒音振動等、他の入居者の迷惑になる行為はご遠慮願います。また、

むやみに他の入居者の居室等に立ち入らないようにして下さい。 

宗教・政治活動 ・施設内で、他の入居者に対する宗教活動及び政治活動はご遠慮下さい。

なお、個人の範囲内での信条、宗教を制限するものではありません。 

ペットの持込み ・施設内へのペットの持込みは、原則的にお断りします。 

 

８．利用料金 

 （１）利用料金の内容 

   別表１ ショートステイ佐久穂愛の郷 利用料金表のとおり。 

 （２）利用料金の支払い方法 

     別表１の料金・費用は、１ヵ月ごとに計算しご請求しますので、翌月の末日までに以

下のいずれかの方法でお支払いください。（１ヵ月に満たない期間のサービスに関する利

用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。） 

      ア．金融機関口座からの自動引き落とし 

（口座引き落とし手数料 … ワイドネット利用  １５０円／１回  

              ただし、八十二長野銀行は無料です） 

      イ．下記指定口座への振り込み （振り込み手数料はご契約者負担でお願いします） 

        ☆ 八十二長野銀行 岩村田支店  普通預金 口座番号 ８５５２３６ 
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          口座名義人 特別養護老人ホーム佐久穂愛の郷 理事長 栁澤 陽子 

      ウ．窓口での現金支払い 

     ※ 基本的には、「自動引き落とし」でお願いします。 

 

９.利用の中止、変更、追加  

  ○ 利用予定期間の前に、ご利用者側の都合により、短期入所生活介護サービスの利用を中 

止または変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合は、 

サービスの実施日前日までに居宅介護支援事業所の担当の介護支援専門員を通じて事業所 

に申出てください。 

  ○ 利用予定日の前日までに申出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、 

取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。ただし、ご利用者の体調不 

良等正当な事由がある場合にはこの限りではありません。 

利用予定日前日迄に申出があった場合 無料 

利用予定日前日迄に申出がなかった場合 当日の利用料金（自己負担相当額）の５０％ 

  ○ サービス利用の変更・追加の申出に対して、事業所の稼動状況によりご利用者側の希望 

する期間にサービスの提供ができない場合、当事業所の生活相談員が他の利用可能日時を 

ご利用者に提示して相談させていただきます。 

  ○ ご利用者がサービスを利用している期間中でも、利用を中止することはできます。その 

場合、すでに実施されたサービスに係る利用料金はお支払いいただきます。 

 

１０．サービス内容に関する苦情等の相談窓口 

  ○ 当施設利用者様相談窓口 

     苦情・ご要望・ご意見など、お気軽に下記担当者までご相談下さい。また、苦情受付

ボックスをロビーに設置しています。 

苦情相談受付窓口   生活相談員 草間 志郎 

   受付時間      ８時３０分～１７時３０分 

   ご利用方法     電話、面接、ご意見箱等の方法があります。 

  ○ その他の苦情相談窓口 

   第三者委員  浦山  徹    電話 ０２６７－６７－５６１１ 

          白鳥 小百合   電話 ０２６７－２３－５０８３ 

   佐久穂町（健康福祉課高齢者係） 電話 ０２６７－８６－２５２５ 

   佐久穂町地域包括支援センター  電話 ０２６７－８６－１５５０ 

   長野県国民健康保険連合会    電話 ０２６－２３８－１５８０ 

    ※ 苦情受付は、各市町村や地域包括支援センター等でも受付しています。 

 

１１．事故発生時の対応について 

    ご利用中に事故が生じた場合には、速やかに家族や必要に応じて嘱託医、保険者等に連   

絡するとともに、必要な措置を講じます。 

    なお、当方の過失によりご利用様に生じた損害については、損害賠償をします。ただし、 

ご利用者様の故意や過失がある場合は、損害賠償の額を減額することがあります。 

 

１２．第三者評価の受審の状況 

   ・第三者評価の実施の有無  有 

   ・実施日          平成２７年５月２９日 

   ・評価機関名        コスモプランニング有限会社 

   ・評価結果の開示状況    WAM NET（独立行政法人福祉医療機構）のホームページ 
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当事業者は、ユニット型指定（介護予防）短期入所生活介護事業所のサービスの提供の開始

に際し、本書面に基づき重要事項と個人情報の説明を行いました。 

 

 

   年  月  日 

 

  社会福祉法人 佐久平福祉会 

   ショートステイ佐久穂愛の郷   

 

   説明者   職名 

     

         氏名                印 

                                

 

  

  私は、本書面に基づいて施設から重要事項と個人情報の説明を受け、ユニット型指定（介護

予防）短期入所生活介護事業所のサービスの提供開始に同意しました。 

 

 

   

   利用者     住所                          

  （入居者） 

           氏名                  印 

                                  

 

 

   身元引受人   住所                          

  (家族代表者) 

           氏名                  印 

 

  

 

   代理人     住所                          

   (選任した場合) 

           氏名                  印 
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